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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループでは、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性および公平性が企業の姿
勢として求められていると認識しております。

これらの期待に応え、経営の効率性、健全性および透明性を確保し、社会からの信頼を得るとともに企業価値の継続的な向上を実現するため、コ
ーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１-２④】（議決権の電子行使および招集通知の英訳等）

現状の株主構成や海外投資家比率を勘案すると、株主の議決権行使が問題なく行える環境にあると認識しているため、現時点において議決権の
電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を行っておりません。今後、導入の検討を進めて参ります。

【補充原則２-４①】（社内の多様性の確保）

女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保につきましては、従業員数が100人規模で母数が少な
く、自主的かつ測定可能な目標は設定しておりませんが、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、女性・中途採用者を管理職に
登用することを含め、中核人材の登用における多様性の確保を図っております。現在、管理職に占める女性の割合は8%、中途採用者の割合は81
%、外国人は在籍しておらずその割合は0%となっております。

多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針としましては、経営理念である「未来情報社会創造はひとりひとりの喜びから」の下、従
業員の自主性を尊重するとともに、各自のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を推進する方針としております。具体的な施策としましては、各
自が専門性を深める取り組みを会社が支援する自己啓発制度、コアタイムなしのフレックス制度、テレワーク制度、テレワークの実効性を高めるた
めのペーパーレス化の推進等を実施しております。

【補充原則４-１③】（取締役会の役割・責務、最高経営責任者等の後継者計画）

代表取締役を含めた業務執行取締役の若返りが進められ、直近では後継者への引継が想定されていませんが、今後、後継者候補の育成が計画
的に行われていくよう検討して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１-４】（政策保有株式）

当社は、当社の企業価値の向上に貢献することを前提に、協業関係の強化や当社事業とのシナジー効果等が期待される企業の株式を保有対象
とします。当該保有については、取締役会において保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、定期的に具体的な検証と説明、議
論を行います。その議決権の行使については、その目的事項を適切に検討の上、当該保有先企業並びに当社の中長期的な企業価値の向上に
資するかどうかを総合的に勘案し、議決権を行使することとします。また、政策保有株式管理要領も併せて策定し、その規定に則り運用しており、2
022年５月及び６月開催の取締役会にて政策保有株式の検証を行い、保有の妥当性を確認しております。

【原則１-７】（関連当事者間の取引）

取締役が競業取引や利益相反取引を行おうとする場合、取締役会規程に従い事前にその取引における重要な事実を取締役会にて開示し、承認
を得るとともに、その取引を行った場合は遅滞なく取引における重要な事実を取締役会に報告することとされております。また、主要株主やグルー
プ会社間、及び会社と取締役との間における関連当事者間取引の有無は、財務諸表作成過程等で把握しています。監査等委員会では、定期的
に取締役の善管注意義務・忠実義務誓約書を確認しております。

【補充原則２-４①】（社内の多様性の確保）

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由に記載しております。

【原則２-６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は企業年金制度を採用しておりません。

【原則３-１】（情報開示の充実）

（ⅰ）経営理念は次のとおり開示しております。

https://www.dal.co.jp/company/principles.html

中期経営計画は次のとおり開示しております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3848/tdnet/1968133/00.pdf

経営方針は決算説明会資料において開示しております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3848/ir_material_for_fiscal_ym1/118735/00.pdf

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載しております。



（ⅲ）取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「２．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方
法の決定方針の開示内容」に記載しております。

（ⅳ）業務執行を行う取締役候補者は、選定基準に照らして候補者を社長が推挙し、社長と監査等委員とで構成される指名・報酬諮問委員会によ
り審議し、取締役会に社長が上申いたします。監査等委員である取締役候補者は、事業経営や法律・会計等の各分野において高い専門性と豊富
な経験を有することを勘案し決定しております。

（ⅴ）取締役候補者の指名理由につきましては株主総会の招集通知に記載しております。

【補充原則３-１③】（情報開示の充実）

当社は、データ交換系ミドルウェア等の企業の業務プロセスを支える基盤型ソフトウェア製品等の開発・販売・保守及びこれらソフトウェア製品の
導入や運用を支援するサービス等の提供を行っておりますが、事業活動のオンライン化、テレワークの推進等により、物品輸送や人的移動を抑制
し、環境負荷の低減を図っております。また、人的資本や知的財産への投資等につきましては、決算説明会資料において、今後の経営方針との
整合性を意識しつつ、持続的な成長を実現するための戦略的投資として、人員増強（計画的な増員）、スキル向上推進（主に教育訓練費の増強）
、研究開発体制の強化（技術探求室の新設等）等を実施する旨、明記しております。

【補充原則４-１①】（取締役会の役割・責務）

当社は、「取締役会規程」及び「職務権限規程」にて、取締役会決議事項及び代表取締役社長執行役員決裁事項を明確に定めております。また、
経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入し、各部門を統括する業
務執行役員は、取締役会が決定した経営方針及び「職務権限規程」に従い、適正な業務執行にあたっております。

【原則４-９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社の社外取締役については、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、企業経営やコンプ
ライアンス等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を
候補者に選定しております。

【補充原則４-１０①】（任意の仕組みの活用）

当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員以外の取締役の選任議案及び報酬議案の内容について取締役会に付議する前に取締役会の
諮問機関である指名・報酬諮問委員会にその内容を諮り、多様性やスキルの観点も踏まえつつ意見を求める体制としております。

【補充原則４-１１①】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

当社は電子商取引及びデータ連携ソフトウェアの開発・販売・保守と、そのバリュー・チェーンを支えるコーポレート部門の活動により企業価値を向
上させております。従いまして、研究開発、営業及びコーポレート部門での実績と貢献度が当社取締役に備えられるべきスキルであると考えており
ます。また、当社以外の経営経験等により、大所高所からアドバイス可能な、専門的な知見を有した人材を社外取締役に登用しており、各取締役
のそれぞれのスキルを組み合わせ、企業価値の更なる向上を目指しております。

また、当社は、取締役会の活性化を図る観点から、定款において監査等委員でない取締役の員数を９名以内、監査等委員である取締役を４名以
内と定め、当社の業務に精通した「社内取締役」と社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」とをバランスよく組み合わせて、取締役
会全体としての知識・経験・能力を幅広く具備した構成となるよう、専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成しております。

なお、当社の取締役会の規模は小さく、取締役の人数が少ないため、スキル・マトリックスに代えて、取締役の個別スキル情報を開示することとし
ます。

・安原武志代表取締役社長執行役員

長年にわたり当社の営業部門を中心に管掌し、2020年4月から代表取締役として経営を担っております。

・金子貴昭取締役執行役員

長年にわたり当社の経営企画管理部門を管掌し、2019年6月から取締役として経営の一翼を担っております。

・岩下誠取締役執行役員

長年にわたり当社の技術系部門に従事・管掌し、2020年6月から取締役として経営の一翼を担っております。

・板野泰之取締役常勤監査等委員

リスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等、様々な部門における豊富な経験と見識を有しており、これらの経験と見識を、経営全般の監査と
適正な監査活動に活かし、リスク管理強化につなげることができるスキルを有しております。2017年6月から取締役（監査等委員、2018年6月から
常勤監査等委員）として経営監視体制を担っております。

・浅野昌孝取締役監査等委員

直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての長年の識見と経験を有しております。2014年6月から監査役、20
16年6月から取締役（監査等委員）として経営監視体制を担っております。

・本村健取締役監査等委員

直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しております。2016年6月から取締役（監査等委
員）として経営監視体制を担っております。

【補充原則４-１１②】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

当社は社外取締役の兼任状況を毎年株主総会招集通知に開示しております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3848/ir_material2/184290/00.pdf

社外取締役は当社が監査等委員に期待する専門性に照らした監視監督を適切に行っており、また、他の上場会社の役員を兼任する数は合理的
な範囲に留まっております。

【補充原則４-１１③】（取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件）

当社の取締役会は取締役会全体の実効性評価を行い、実効性については概ね問題ないことが確認されましたが、中長期的な視点での議論の充
実を求める意見がありました。

【補充原則４-１４②】（取締役・監査役のトレーニング）

各取締役は経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいか判断した上で指名されているため、各人の判断において必要な知識の取得・能力の
研鑽に努めることを原則としつつ、必要に応じて会社が研修の機会を提供する方針としております。

【原則５-１】（株主との建設的な対話に関する方針）

当社のIR活動においては、タイムリーに透明性、正確性、一貫性のある情報を株主に提供することを基本として、経営企画グループが中心となり、
この基本姿勢に基づくIR活動を推進しております。IR活動に必要な情報は、各部門のほか、経営企画管理本部内の各部署から情報を収集し取り
まとめております。また、個人株主からの対話（面談）の申込みこそございませんが、電話やメールでの問い合わせに対しては、合理的な範囲内で
真摯に対応し、株主から得られた要望等の情報の共有を図っております。

【IR活動の内容】



・定時株主総会：年１回

・株主通信の発行：年１回

・機関投資家向け説明会：年２回

・第三者機関（調査会社）による当社財務レポートの発行：年２回

・その他当社のウェブサイトを通じた情報発信：随時

・機関投資家からの面談応対：随時

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

橋本 慶太 420,000 11.32

株式会社ＵＨＰａｒｔｎｅｒｓ２ 284,100 7.66

光通信株式会社 226,400 6.10

武田 好修 222,485 6.00

中野 直樹 194,100 5.23

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）
159,100 4.29

津賀 暢 105,100 2.83

ジィスクシステム株式会社 89,000 2.40

須藤 敏夫 76,000 2.05

株式会社エスアイエル 71,800 1.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記「大株主の状況」は、2022年３月31日現在の状況を記載しております。

２．上記のほか、当社所有の自己株式が654,809株(17.66％)あります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

板野　泰之 他の会社の出身者 △

浅野　昌孝 公認会計士

本村　健 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

板野　泰之 ○ ○

2018年6月まで、株式会社野村総合研究
所の取締役でありました。当社は株式会
社野村総合研究所との間に製品販売等
の取引関係がありますが、売上高に占め
る割合は2022年3月期において1%未満と
なっております。

コーポレートガバナンスの強化を主目的として
選任しております。また、独立性基準を満たし
ていることから、その独立性は十分に確保され
ていると判断し、独立役員として指定しておりま
す。



浅野　昌孝 ○ ○ ―――

コーポレートガバナンスの強化を主目的として
選任しております。また、当社と取引上の利害
関係がなく、独立性基準を満たしていることか
ら、その独立性は十分に確保されていると判断
し、独立役員として指定しております。

本村　健 ○ ○
顧問契約を締結しております岩田合同法
律事務所に所属しております。

コーポレートガバナンスの強化を主目的として
選任しております。また、独立性基準を満たし
ていることから、その独立性は十分に確保され
ていると判断し、独立役員として指定しておりま
す。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会事務局が監査等委員会の運営に係る事務サポートを行ってまいります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会および会計監査人は相互に連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう、情報、意見の交換および指摘事項の共
有を行い、適切な監査の実施および問題点、指摘事項の改善状況の確認に務めております。

監査等委員会および内部監査室は相互に連携をとりながら、社内各部門および子会社において規程に沿った業務がなされているか検証する等、
有益に機能しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として
指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を満たす委員から構成されており、委員長は指名・報
酬諮問委員会の決議によって選定しております。

取締役会の任意の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、代表取締役及び取締役の選解任、業務執行取締役の職務分担、報酬制度及び



水準並びに報酬額、代表取締役社長の後継者の計画等、これらに関する基本方針等の制定、変更、廃止について審議し、取締役会へ答申する
役割を担っております。また、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができることとして
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】ｃに記載の通り、事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業務執行取締役を対象とし、各事業年度の連
結売上高及び連結営業利益を業績指標として、予め定めた目標値に対する達成度に応じて変動する係数を用いて業績連動報酬を算出しており
ます。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役の報酬金額の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は2021年３月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議
に際しては、予め決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定
方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお
ります。

取締役の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。

ａ．基本方針

取締役報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、基本報酬としての固定報酬、当該事業年度の連結



業績を反映する業績連動報酬、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬によって構成するものとし、取締役の個人別の
報酬等の内容の決定にあたっては、透明性・公正性・合理性を確保するための措置を講ずるものとしております。

ｂ．固定報酬について

固定報酬は、職責及び役位等に応じて定めるとし、業績、業種や規模等に応じてベンチマークする他社の水準、経営環境等を勘案して、適宜見直
すものとしております。

ｃ．業績連動報酬について

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業務執行を行う取締役を対象とし、各事業年度の連結売上高及
び連結営業利益を業績指標として、予め定めた目標値に対する達成度に応じて変動する係数を用いて算出しております。

ｄ．株式報酬について

株式報酬は、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、譲渡制限付株式報酬を付与することとしております。譲渡制限期間は取
締役退任の時までとし、当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、当社株式の全部を無償取得するものとております。付与株式数
は、定時株主総会において承認される額及び株式数の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ、後述の報酬の種類ごとの割合の決定に関する方
針に従い算定する株式数としております。

ｅ．報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針

固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の配分比率は、企業価値の持続的な向上に寄与するための、最も適切な割合となることを方針としておりま
す。

ｆ．取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針

固定報酬は毎月支給し、業績連動報酬及び株式報酬は定時株主総会終結後に開催する取締役会においてその額及び株式数を決定した上で、
毎年一定の時期に付与することとしております。

ｇ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任

取締役に対する報酬等の配分等については、取締役会の決議により決定することとしております。当該決定に際しては、独立社外取締役を委員
長とし、その過半数を独立社外取締役により構成する指名・報酬諮問委員会が報酬方針及び報酬水準について審議の上、取締役会に対して答
申を行い、当該答申に沿って行うものととしております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年６月23日であり、決議の内容は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につ
いては年額300,000千円以内、監査等委員である取締役については年額50,000千円以内であります。また、株式報酬に関する株主総会決議年月
日は2021年６月22日であり、決議の内容は、上記の役員の報酬等に加え、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については年額30,000千円
以内（ただし、年間15千株以内）であります。なお、監査等委員である取締役については株式報酬はありません。

【社外取締役のサポート体制】

取締役会事務局は、取締役会の開催に際し、社外取締役に対して付議事項に係る資料の事前配布（事前説明）を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会を設置しており、重要な業務執行の決議並びに監督を行っております。取締役会は、社内
取締役３名、社外取締役３名の計６名で構成されており、月１回の定時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締
役会を開催します。また、取締役、執行役員等による経営会議を月１回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っております。

また、当社はコーポレートガバナンスの強化を図るべく、定款の定めにより監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、社外取締役３名
により構成され、取締役会の監督はもとより、内部統制システムを活用しながら業務執行組織の監査を行っております。

更に、当社は取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関と
して指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役が過半数を満たす委員から構成されており、委員長は指名



・報酬諮問委員会の決議によって選定しております。取締役会の任意の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、代表取締役及び取締役の選
解任、業務執行取締役の職務分担、報酬制度及び水準並びに報酬額、代表取締役社長の後継者の計画等、これらに関する基本方針等の制定、
変更、廃止について審議し、取締役会へ答申する役割を担っております。また、その職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人及び会計監
査人から随時報告を受けることができることとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の効率性、健全性および透明性を確保するべく、上記の体制を選択しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会は、本決算および中間決算開示後に速
やかに開催するとともに、代表者および管理担当役員による決算報告ならび
に今後の見通し等もご説明し、IR活動の強化を図ってまいりたいと考えており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社では、ホームページによるIR情報の伝達を重視しており、掲載情報につき
ましては、その内容とともに更新頻度の面におきましても取り組みを強化してま
いります。情報の内容といたしましては、代表者からのメッセージ・経営戦略に
ついてのご説明・IR方針など総合的な情報から、個別の財務データ・IRスケジ
ュール・FAQ等を掲載し、各情報の内容の充実を継続的に推進してまいります
。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画グループをIR担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、企業の社会的責任を全うし、お客様から信頼される企業であり続けたいという考えのもと、コーポレート・ガバナンスの確立の実現を目的
として、取締役会において下記のとおり、「内部統制システムの整備に関する基本方針」について定めております。内部統制システムにつきまして
は、この方針に基づき整備・運用をしております。

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）当社グループは、各社ごとの「経営理念」及びグループの全構成員を対象とする「企業行動規範」を定め、誠実に行動するための基盤とすると
ともに、企業活動においては、法令、定款、社内規程、企業倫理を遵守する。

（2）当社は、代表取締役が、グループ経営会議において、当社グループのコンプライアンス活動に係る活動方針等を定めコンプライアンス体制の
強化を図るとともに、主要な会議において、当社グループの取締役、使用人の法令遵守の状況の把握や企業倫理意識の浸透に努める。

（3）当社は、「内部通報規程」を定め、組織的又は個人的な法令上の疑義のある行為に関して、情報提供を行える内部通報制度を運営する。

（4）当社は、業務執行部門とは独立した内部監査部門が、定期的に取締役及び使用人の職務の執行を含めた当社グループの企業活動全般の
適法性、及び適正性を監査し、その結果を社長執行役員及び監査等委員会に報告する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行上の意思決定に係る情報を、当社規程・マニュアルに従い、文書又は電磁的媒体により適切に記録、保存し、取締役
から開示の要求がある場合は速やかに閲覧に供するものとする。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）当社は、当社グループ全体の危機発生時の対応とその防止のための体制整備を目的とした「危機管理規程」を定め、危機管理規程の更新や



関連するマニュアルの整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告等を行うことを目的とした「リスク管理委員会」を設ける。

（2）不測の事態が発生した場合は、代表取締役もしくは管理担当取締役を本部長とした対策本部を設置し、必要に応じて外部の専門家の助言を
受け迅速な対応を行う。

（3）内部監査部門は当社グループ全体のリスク管理体制の状況を定期的に監査し、社長執行役員及び監査等委員会に報告する。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、グループ会社に対する経営全般についての指導を行うとともに、それぞれの会社の自主性を尊重することとし、当社及び子会社の取締
役会は、取締役への業務の委嘱、及び執行役員への執行に係る業務の委嘱を行うとともに、組織責任者及び組織の業務分掌を定めること等を通
じて、適正かつ機動的に当社グループ全体の業務執行が行われる体制を確保する。

５．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社が定める「グループ会社管理規程」において、子会社から当社への定期的な報告を義務づけるとともに、毎月、当社及び子会社の取締役が
出席するグループ経営会議を開催し、子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社が当該経営会議において報告することを義務づけ
る。

６．当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役（監査
等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を置く。補助使用人は兼務
も可能とするが、当該職務を遂行する場合には取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの指揮命令は受けないものとする。

（2）当社が監査等委員会補助者を設置した場合は、監査等委員会補助者の人事考課は監査等委員会の同意を要し、監査等委員会補助者の人
事に関する事項等については監査等委員会の同意を得るものとする。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令に従うことを要し
、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象とする。

７．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制

（1）当社の監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会、経営会議ほか重要な会議に出席するととも
に、監査等委員会は、監査に必要な書類等を閲覧し、また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人にその説明を求める。

（2）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、会社の業務や業績等に影響を及ぼす重要
な事項を報告する。

８．子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者による当社の監査等委員会への報告に関する体制

（1）当社グループの取締役・監査役等及び使用人は、当社の監査等委員会に対して、当社の内部監査部門を通じて会社の業務に影響を及ぼす
重要な事項を報告する。

（2）当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社の監査等委員会から報告の求めがあった場合又は内部通報が生じた場合にはその都度、
また、求めがなくとも定期的に、当社グループの取締役・監査役等及び使用人からの内部通報の状況について、当社の監査等委員会に対して報
告する。

９．監査等委員会等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社グループの監査等委員会、監査役会又は監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

10．当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の請求をした場合又は独自の
専門家（弁護士・公認会計士等）を雇用することを求めた場合には、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ではな
いと明らかに認められる場合を除き、当該費用又は債務を負担することとする。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査等委員会は、代表取締役との定期的な意見交換により相互の意思疎通を図るとともに、内部監査部門や会計監査人とも情報交換を行う等の
緊密な連携を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた当社の基本的な考え方を以下に表明するとともに、社内体制の整備状況を以下に記載します。

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

①反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否して
おります。

②反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署に連絡するとともに、必ず組織的な
対応によってこれを行うものとしております。単独での対応は、これを絶対に禁じております。

③反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとし
ております。

④第１項から第３項までの詳細を「反社会的勢力排除規程」にて規定し、かつ反社会的勢力が接触してきた場合の対応、教育訓練等の詳細を「反
社会的勢力排除実施要領」に定めて、社内に周知しております。

２．反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備



（１）対応統括部署の設置

総務人事担当部署を対応統括部署とし、不当な要求等の事案ごとに関係部署と協議し、対応しております。

（２）外部専門機関との連携

平時より所轄警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等、外部の専門機関と連携しております。

（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理

総務人事担当部署において、反社会的勢力に関する情報収集とその管理を行うとともに、反社会的勢力との関係を遮断、排除するための調査、
反社会的勢力が接触してきた場合の対応、教育訓練等の詳細を「反社会的勢力排除実施要領」に定め、これを社内に周知するしております。

（４）研修・教育活動の実施

総務人事担当部署にて「反社会的勢力排除実施要領」に定めた周知、教育を実施しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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